
 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑紫野市旧上下水道庁舎用地活用事業 

公募型プロポーザル募集要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ２年 ６月 

 

筑紫野市 



 

 

【目 次】 

 

第１ 事業の目的及び概要について･･････････････････････････････････････････････････P.1 

１．事業の目的          

２．事業名称 

３．対象地（本件地） 

４．事業の概要 

５．募集・審査の概要 

 

第２ 応募について････････････････････････････････････････････････････････････････P.4 

１．応募の条件 

２．応募の手続き 

３．応募書類作成要領 

 

第３ 事業実施条件について････････････････････････････････････････････････････････P.9 

１．土地の貸付条件 

２．施設計画及び施設整備の条件 

 

第４ 優先交渉権者等の決定について････････････････････････････････････････････････P.13 

１．最優秀提案者等の選定 

２．優先交渉権者等の決定等 

３．その他 

 

第５ 優先交渉権者決定後の手続について････････････････････････････････････････････P.14 

１．優先交渉権者決定後の手続 

（別紙１）案内図･･････････････････････････････････････････････････････････････････P.15 

（別紙２）登記簿・字図････････････････････････････････････････････････････････････P.16 

（別紙３）物件調書････････････････････････････････････････････････････････････････P.18 

（別紙４）石綿分析調査報告書･･････････････････････････････････････････････････････P.19 

（別紙５）関係法令等（一部抜粋）･･････････････････････････････････････････････････P.21



 

- 1 - 

 

第１ 事業の目的及び概要について 

 

１．事業の目的 

筑紫野市旧上下水道庁舎用地（以下「本件地」という。）が属する二日市地域は、本市の北西部

に位置し、各種行政機関や教育文化施設等の公共公益施設が集積しており、本市のなかで最も都

市的な土地利用が進んでいる地域です。 

第二次筑紫野市都市計画マスタープランでは、当該地域は、本市の中心市街地の拠点である JR

二日市駅や西鉄二日市駅、集積した公共公益施設などの都市機能を活かし、商業、医療、福祉、教

育などの質の高い都市的サービスを提供し、賑わいのある地域を目指すこととしております。 

これを踏まえ、本市では民間事業者の資金やノウハウ等を活用しながら、本件地の有効活用を

図り、もって第六次筑紫野市総合計画に掲げる施策の推進に寄与することを目指し、借地借家法

（平成 3 年法律第 90 号）第 23 条第 1 項に規定する事業用定期借地方式により、本件地の貸し付

けを受け、事業を実施する事業者を選定するため、本募集要項に基づき、本件地を活用した事業の

提案を募集します。 

（参考文献） 

 〇第二次筑紫野市都市計画マスタープラン 

(https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kensetsubu/toshikeikakuka/toshikeikakumasuta-

purann/2thcityplan.html) 

  〇第六次筑紫野市総合計画 

(https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/sougouseisakubu/senryakukikaku/senryakukikaku/so

ugoukeikaku/6soukei.html) 

 

２．事業名称 

筑紫野市旧上下水道庁舎用地活用事業 

 

３．対象地（本件地） 

本件地の概要は以下のとおりです。 

（１）所在（P.15 参照） 

筑紫野市二日市中央２丁目１０２５番１号 

（２）敷地面積(P.16 参照) 

８８３．７８㎡（約２６７坪） 

（３）都市計画に基づく土地規制等（P.18 参照） 

○区域区分：市街化区域    ○用途地域：商業地域 

○建ぺい率：８０％      ○容 積 率：５００％ 

（４）インフラの整備状況 

上水道、下水道、ガス、電気及び電話の供給施設は本件地の接面道路まで整備されています。

新たな開発に伴って必要なインフラ整備は、事業者の負担とします。 
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（５）現在の使用状況 

本件地内に、旧上下水道庁舎の建物及び擁壁等工作物（以下「既存建物等」という。）が存在

しています。 

 

（既存建物等の現況） 

○竣工時期：昭和３３年４月 

○建物構造：鉄筋コンクリート造地上２階建 

○延床面積：９１９．９２㎡ 

 

４．事業の概要 

（１）事業概要 

 

※事業者決定後のスケジュールは、事業者の提案によることとなりますが、提案にあたっては 

極力上記「予定時期」に従ってください。 

 

ア 市と事業者は、本件事業に関する基本協定（①）を締結します。 

イ 事業者は、既存建物等を解体・撤去（②）します。 

ウ 市と事業者は、事業用定期借地権設定契約（借地借家法第２３条第１項）（以下「定借契約」

という。）を締結（③）し、市に借地料を支払い、事業者は、自らの提案する建築物（以下「新

施設」という。）を建設（④）します。 

エ 事業者は、新施設を管理・運営（⑤）しながら、上記ウで締結した定借契約の借地期間満了

時までに新施設を解体・撤去（⑥）の上、本件地を更地の状態にして市に返還します。 

 

（２）事業用定期借地期間 

３０年間 

 

（３）事業実施に係るリスク・責任等の負担 

次の事項については、すべて事業者の負担とします。 



- 3 - 

ア 新施設の企画、設計及び建設に係るリスク・責任等 

（ア）提案内容に起因する損害 

（イ）設計変更、工期延長、建築費用の増加等（法令の改正、金利上昇、天災地変等による不可 

抗力の場合等、市及び事業者のいずれにも責めのない場合を含む。） 

（ウ）新施設の公租公課、及び維持、運営に係る費用負担 

（エ）事業者の破綻に関するリスク、事業者の構成員の破綻に関するリスク 

イ 土地貸付に係るリスク・責任等 

（ア）土壌汚染、地下埋設物、埋蔵文化財等、本公募時点において市が確認できていなかった瑕

疵により事業者が受けた損害 

ウ 既存建物等の解体・撤去に係るリスク・責任等 

（ア）解体・撤去（一般及び産業廃棄物処分を含む）に伴う費用及び損害 

（イ）アスベスト等の有害物が存在した場合の解体・撤去に係る追加費用及び損害 

エ その他提案内容の実現に必要な関係者等との一切の対応 

 

５．募集・審査の概要 

（１）募集方式 

この事業の募集方式については、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者等を決定する

ものとします。 

 

（２）審査方法 

   この事業の審査方法については、事業提案審査において各応募者からのプレゼンテーション

及び各応募者へのヒアリングを行い、各提案について審査項目ごとの評価を行うものとします。 

 

（３）本事業の担当部署（以下「担当部署」という。） 

担当部署 〒８１８－８６８６ 

福岡県筑紫野市石崎一丁目１番１号 

筑紫野市 総務部 管財課 管財担当（筑紫野市役所３階） 

電 話：０９２（９２３）１１１１（内線２４１） 

ＦＡＸ：０９２（９２３）９６４４ 

E-Mail：kanzai@city.chikushino.fukuoka.jp 
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（４）募集・審査スケジュールの概要（予定） 

本募集要項の公表から優先交渉権者等の決定結果の通知までのスケジュールは、次のとおり

です。ただし、事業の性質上、やむをえない事情により変更することがあります。 

スケジュール 予定時期 

公募開始、本募集要項の公表 令和２年 ６月 ３日（水）～７月１０日（金） 

質問書受付 令和２年 ６月 ３日（水）～６月１９日（金） 

質問書回答 令和２年 ６月２６日（金） 

応募書類受付 令和２年 ６月２２日（月）～７月３１日（金） 

参加資格確認結果及び 

事業提案審査日時の通知 

提案書類の受付後１０日以内 

事業提案審査（最優秀提案者等の選定） 令和２年 ８月中旬頃 

優先交渉権者等の決定結果の通知 令和２年 ８月下旬頃 

 

 

第２ 応募について 

 

１．応募の条件 

（１）基本的要件 

応募者は、市から本件地を一括して貸付を受け、自らが提案する新施設を整備し、定借契約期

間中安定して事業を継続できる企画力、技術力及び経営能力を有する民間企業又は企業グルー

プとします。 

 

（２）応募者の構成 

ア 応募者は法人格を有する民間事業者とし、複数の民間事業者の組み合せも可とします。 

イ １社での応募の場合、「単独企業」とします。 

ウ 応募者が複数の民間事業者の組み合わせの場合、「企業グループ」とします。この場合、「代

表企業」を定めることとし、代表企業以外の他の民間事業者を「構成員」とします。 

エ 応募者が、他の応募者として重複参加することは禁止します。 

 

（３）参加資格要件 

応募者は、次の資格要件を満たすこととします。 

ただし、企業グループでの応募の場合については、ア～サについては代表企業を含めた全ての

構成員が満たすこととします。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４に該当する者ではないこと。 

イ 筑紫野市指名停止等の措置に関する規則（平成２４年規則第３８号）に基づく指名停止期間

中でないこと。 

ウ 市税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。 

エ 法人の役員等（※）が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成
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３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）又はその構成員（暴力的組織

の構成団体の構成員を含む。）でないこと。 

※役員等とは、「法人の役員又は法人の経営に事実上参画している者」をいう。 

オ 当該物件を、暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者でないこと。 

カ 次のいずれかに該当する者でないこと。 

（ア）暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

（イ）自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をも 

って暴力団を利用するなどしている者 

（ウ）暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積 

極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

（エ）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（オ）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

キ 前記エ～カに該当する者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと。 

ク 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更生手続開始の申立がなされている者又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立がなされている者で

ないこと（更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査

基準日とする経営事項審査を受けている場合を除く。） 

ケ 本事業に関し応募者の提案する計画内容の施設建設及び事業運営に必要な資力、信用、知

識、経験及び実績を有する者であること。 

（ア）直近の決算期末において、債務超過でないこと。 

（イ）経常損益について直近を含む３期の決算において連続の赤字でないこと。 

コ 事業を長期的に安定して運営できる体制、安定的、現実的な収支及び資金計画を有し、事業

の履行及び借地料の支払いについて高い確実性を有していること。 

  サ 優先交渉権として決定後、市はもとより関係諸官庁との協議を行い、速やかに事業を実施

できる（業務実績等により判断）者であること。 

  

（４）企業グループでの応募における参加資格要件 

前号の要件に加え、企業グループでの参加の場合には、下記の条件も全て満たしていることと

します。なお、応募以降の企業グループ名称の変更は不可とします。 

ア 公募条件に基づき、共同して行う事業提案及び事業の実施に関し、連帯して責任を負うこ

と。 

イ 企業グループの構成員との調整を図り、次に掲げる事項を確実に実施できる適切な代表企

業を選定すること。 

（ア）本公募における市との連絡。 

（イ）優先交渉権者に決定した後の事務手続き及び協議に係る市との連絡。 

ウ 企業グループ単位において、市と基本協定及び定借契約を締結すること。 
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（５）市内企業の参加 

登記簿上の本店所在地が筑紫野市である企業が本事業に参加する場合、審査において得点を

付与します。なお、市内企業の参加形態により、配点は異なります（別冊「選定基準」第３－４

市内企業の参加の得点化方法を参照）。 

 

（６）応募に関する費用の負担 

すべて応募者の負担とします。 

 

２．応募の手続き 

（１）本募集要項に係る資料の公表 

ア 本募集要項及び本募集要項に係る配布資料については市公式ホームページ上で公表します。

なお、配布資料を担当部署窓口及び郵送等での配布はおこないません。 

 

（２）質問書受付及び質問回答 

ア 本募集要項等に関する質問がある場合は、（様式１）「筑紫野市旧上下水道庁舎用地活用事

業質問書」に必要事項を記入の上、「第１－５－（３）本事業の担当部署」に示すＥ－ｍａｉ

ｌアドレス宛に、メールで提出してください。なお、質問書を送信した際には必ず電話でその

旨連絡してください。 

 

イ 質問書は応募者単位（単独企業又は企業グループ）で作成し、提出してください。なお、持

参、電話、ＦＡＸ、口頭等による質問は受け付けません。 

受付期間 
令和２年６月３日（水）～６月１９日（金） 

１７時００分まで 

 

なお、単なる意見、要望又は本事業と直接関係ないと市が判断したもの等については、回答し

ない場合があります。また、本募集要項等、既に公開されている資料に記載されているものにつ

いては、質問自体が不要と判断されるため、該当部分を質問者に個別に提示し、説明すること等

によって対応し、質問書を受け付けない場合があります。 

 

ウ 本募集要項等に対する質疑への回答は、「第１－５－（４）募集スケジュール概要（予定）」 

に示す予定時期までに、市公式ホームページにおいて公表します。 

 

（３）応募書類の受付 

本公募に参加を希望する者は、次の受付期間に、以下表１に示す応募書類を持参又は郵送（配 

  達証明を得ることができる手段）により担当部署に提出してください。 

受付期間 

令和２年６月２２日（月）～７月３１日（金) 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く、９：００～ 

１２：００、１３：００～１７：００の時間帯に限る） 
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表１ 応募書類 

応 募 書 類 部数 

（様式２）応募書類確認一覧 １部 

（様式３）筑紫野市旧上下水道庁舎用地活用事業応募申込書兼参加資格確認申請書 １部 

（様式４）応募辞退届 必要に応じて 

（様式５）委任状 1 部 

（様式６）誓約書 1 部 

（様式７）役員一覧（※１） 1 部 

（様式８）企業グループの構成員の概要 15 部 

（様式９）事業スキーム及び土地建物の権利関係の概要 15 部 

（様式１０）事業スケジュール 15 部 

（様式１１）施設全体の計画、コンセプト 15 部 

（様式１２）建物の設計、施工及び施設に関する説明 15 部 

（様式１３）地域活性化等の市の施策への協力、貢献に関する提案書 15 部 

（様式１４）本件地の借地料提案書 15 部 

（その他）財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株

主資本等変動計算書を直近３年分、連結決算を実施している場合は連

結分も提出すること。） 

15 部 

 

応 募 書 類 の 添 付 書 類（各１部） 

１ 定款（最新のもの） 

２ 会社概要（最新のもの（例：パンフレット等）） 

３ 印鑑証明書（本募集要項の公表日以降に交付されたもの） 

４ 市税に滞納のない証明書（筑紫野市収納課発行） 

（市内に本店・支店・営業所等がない場合は不要） 

５ 消費税及び地方消費税に未納のないことの証明書（税務申告した税務署発行） 

６ 法人登記簿謄本（本募集要項の公表日以降に交付された現在事項全部証明書） 

※１ 様式７「役員一覧」には、法人登記簿謄本に記載の就任中の役員を全て記載すること。 

※２ ２枚以上となる様式は様式右上部に「通し番号」を記入すること。 

※３ 押印及び割印については、印鑑登録印を使用すること。 

※４ 各様式の取り扱い詳細は各様式下部の留意事項も参照すること。 

※５ 応募書類は全て片面印刷とすること。 

 

（４）参加資格確認結果の通知及びプレゼンテーションの案内 

参加資格確認結果及びプレゼンテーションの案内は、応募者に対して「第１－５－（４）募集ス

ケジュールの概要（予定）」に示す予定時期までに書面により通知します。 
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（５）応募の辞退 

応募申し込み後、応募者が辞退する場合は、応募書類受付期限までに、「応募辞退届（様式４）」

を提出してください。 

 

（６）問い合わせの対応時間帯 

本公募に関するお問い合わせについては、平日の９：００～１２：００及び１３：００～ 

１７：００の時間帯に対応します。 

 

３ 応募書類作成要領 

（１）各様式の作成要領（共通） 

本公募要項等の内容を踏まえ、所定の様式、及びページ数で簡潔に作成をおこなってください。

様式２～様式７については、Ａ４判のファイルに様式・書類ごとのインデックスを貼って提出し

てください。また、様式８～１４及び財務諸表についてはＡ３判のファイルに様式・書類ごとのイ

ンデックスを貼って提出してください。 

 

（２）添付図面の取り扱い 

ア 添付図面は、提案書類とは別冊とし、製図に関係する日本工業規格に従うこと 

イ 右下に図面名称を記載し、通し番号を付すこと（表紙等の装丁は自由） 

ウ 添付図面への表紙等の装丁は任意とするが、サイズはＡ３に統一すること 

 

（３）応募書類の変更の禁止 

審査に影響を与えない範囲での軽微な変更（誤字、脱字の修正等）以外は認めません。 

 

（４）応募書類の著作権 

提案書類の著作権は、応募者に帰属します。 

ただし、応募された提案については、応募者に公表可能な範囲・内容等を事前に確認の上、その

概要を公表することがあります。 

なお、応募書類は返却しません。 

 

（５）使用言語及び単位 

ア 提案書類、質問等の言語は日本語とし、通貨は円を単位とします。 

イ 文字の種類はフォントを１０．５ｐｔ以上（設計図面中の文字は除く）、ＭＳ明朝、ＭＳゴ

シック体を基本としますが、強調したい場合等、見やすい体裁であれば必要に応じて別フォン

トを使用することも可とします。 

ウ 長さ及び距離、面積の単位はメートル法とします。なお適宜「坪」等の表記を入れることは

差し支えありません。 
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第３ 事業実施条件について 

 

１．土地の貸付条件 

（１）定借契約の締結 

前号の土地の貸付を受ける者は、基本協定（「第５－１－（１）基本協定の締結」参照）締結

及び既存建物等の解体・撤去（「第３－２－（２）既存建物等の解体・撤去」参照）後、市との

協議を経て、市と定借契約（配布資料４「定期借地権設定契約書（案）」参照）を締結するもの

とします。この際、事業者の負担において、公正証書の作成及び賃借権の登記を行うものとしま

す。 

 

（２）定期借地権の設定期間等 

定借契約の種別は事業用定期借地権とし、定期借地権の設定期間の開始日から、３０年間とし

ます。 

この期間には、新施設の建設に要する期間及び新施設の解体・撤去期間を含み、既存建物等の

解体・撤去期間は含まないものとします。 

なお、設定期間中の新施設の増改築についてはその都度協議を行うものとします。 

また、設定期間の延長については、設定期間の終了日時点の２年前から更新協議を行い、合意

に至った場合のみ認めるものとします。 

 

（３）中途解約 

   中途解約オプションの設定は想定していませんが、事業者が当該契約を継続することができ

ない事由が発生した場合又は定借契約等の定めに違反し、契約を解除するに至った場合の取り

扱いは下記のとおりとします。 

  ア 契約保証金は違約金として市が没収します。 

  イ 事業者は借地料の年額分に相当する額を違約金として市に支払うものとします。 

    ただし、市が解除により被った被害が、上記保証金額及び違約金の合計額を超える場合に

は、市は当該超過損害の賠償を事業者に請求することができます。 

  

（４）本件地の貸付条件 

  第６次筑紫野市総合計画で掲げる本市の施策の推進に寄与するものとします。 

  （例：企業主導型保育施設、自主避難所機能を備えた施設 等） 
  
 

（５）本件地の借地料 

ア 借地料（年額）は、事業者の提案に基づき契約において定める金額です。 

本件地の借地料（円／年）については、市があらかじめ定めた下記の最低価額以上の金額で

提案するものとします。 

また、権利金（借地料の前払い的性格を有する一時金）の支払いはありません。 
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イ 借地料は、事業用定期借地権の設定期間の開始日から発生し、設定期間を通して支払うもの

とし、設定期間の終了日をもって支払いが終了するものとします。また、契約初年及び最終年

については、年額借地料を日割り計算するものとします。 

ウ 事業者は、借地料を市が指定した方法で指定する期日までに支払うものとします。具体的な

支払方法は、優先交渉権者決定後に市と協議を行い、決定します。 

 

（６）契約保証金 

借地料の年額分とします（減額不可）。 

事業者は、契約締結日までに契約保証金全額を一括して支払うものとします（企業グループで

の応募の場合は、代表企業が全額を一括して支払う）。契約保証金は、契約期間が満了し、又は契

約が解除されたとき、本件地の原状回復を確認後、事業者の請求に基づき利子を付さずに返還し

ます。 

ただし、事業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、契約保証金は市に帰属

し、事業者は契約保証金返還請求権を失います。 

 

（７）定期借地権の譲渡・転貸 

  事業者は、書面による市の事前承諾を得ることなく借地権の譲渡又は転貸を行うことはできな

い。 

 

（８）新施設の第三者への賃貸時の注意事項 

事業者は、新施設を第三者へ賃貸するにあたり、以下のことを遵守することとします。 

ア 事業者と建物賃借人の建物賃貸借契約は定期建物賃貸借とし、借地借家法第３８条第１項

の規定に従い、契約の更新がないこととする旨を定めること。 

イ 建物賃貸借契約の締結に先立ち、建物の賃借人に対し、借地借家法第３８条第２項の規定に

よる説明を行うこと。 

ウ 定期建物賃貸借契約の期間が、市と事業者の間で締結する本件地の定借契約の期間を超え

ないこと。 

 

（９）引き渡し 

土地の引き渡しは、事業者による既存建物等の解体・撤去及び定借契約締結後に行うこととし

ます。 

 

 

 

本件地の借地料最低価額 ６，０００，０００円／年 
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（１０）土地の管理 

定借契約期間中、下記に掲げる事項について、事業者において厳重に管理するとともに、問題

が発生した際には、直ちに市に連絡することとします。 

ア 本件地の隣地地権者との境界に係る越境等（現時点では、隣地との境界は全て確定済み） 

イ 本件地内及び周辺における天災、地盤沈下、地下埋設物の発見、不法投棄等 

ウ その他、本件地の管理及び本件地上の施設運営に重大な影響を及ぼすもの 

 

（１１）新施設の解体・撤去及び本件地の返還 

事業者は、定借契約が解除されたとき又は契約期間の満了までに、新施設（地下部分を含む本

件地上の施設全て）を自己負担で解体・撤去の上、本件地を更地の状態にして、速やかに市に返

還しなければなりません。 

 

（１２）新施設の買取請求 

市に対して、契約期間満了時に新施設の買取を請求することはできません。 

 

（１３）権利の設定 

契約期間満了時に本件地の返還を確実とするため、借地借家法第２３条第１項及び第３項の

規定に基づき、公正証書により事業用定期借地権の設定及び賃借権の登記を行います。また、事

業者による新施設の表題及び保存登記、抵当権設定登記は可とします。なお、地上権の設定は不

可とし、権利の設定に係る費用はすべて事業者の負担とします。 

 

（１４）新施設の維持管理・運営 

事業者は、新施設の維持管理・運営を行うとともに、市が必要と認めるときは、市は事業者に

対して事業運営状況についての報告を求めることとします。なお、新施設の所有は、事業者によ

るものとします。 

 

２．施設計画及び施設整備の条件 

本事業の施設計画及び施設整備については基本的に自由な提案を募集しますが、下記の条件を

遵守してください。 

 

（１）土地利用・用途・事業内容等の制限 

都市計画法、建築基準法や地区計画その他の公法規制を遵守した施設計画及び施設整備の内

容としてください。なお、本件地においては、以下に示す土地利用・施設用途・事業内容の施設

計画及び施設整備は禁止します。 

ア 騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用する等周囲に迷

惑を及ぼすおそれのあること 

イ 風俗営業又はそれに類すること、犯罪に関わる又は助長すること、深夜営業を主とするこ

と、公序良俗に反すること、その他新施設や街区の品位や価値を損なうこと 
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ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団等の活動の用に供すること 

エ 土壌汚染を発生させるおそれのあること 

オ 法令に違反する用に供すること 

カ その他市が不適当と認めること（個別に判断） 

 

（２）既存建物等の解体・撤去 

解体・撤去に係る詳細については、市と協議の上、決定します。主な条件は以下のとおりです。 

 

ア 本件地内の既存建物等については、事業者の負担で事業者にて解体・撤去を行ってくださ

い。具体的な解体・撤去期間については、優先交渉権者決定後に市と協議を行い決定します

が、概ね６ヶ月以内として提案してください。 

イ 解体・撤去工事の施工に当たっては、十分な調査、振動・防音対策等の近隣対応を事業者の

責任と負担において行ってください。 

ウ 既存建物等について、平成１７年に「石綿分析調査」を実施しています。(P.１９参照)その

他の有害物質等の調査を実施する必要がある場合は、事業者の責任と費用負担において行っ

てください。 

エ 既存建物等について、不要となった工作物については、撤去のうえ適正に処理しなければな

りません。ただし、周辺の生活環境の保全に支障が生じるおそれがなく、かつ有用性がある工

作物（杭等）を残置する場合には、事業者と市がその対応について協議することとします。こ

の場合においても、定借契約期間終了後の市への土地返還時には、原則として新施設に係るも

のを含め、全ての杭等の地中工作物の撤去を事業者の責任と負担において行ってください。 

 

（３）新施設の譲渡について 

新施設の譲渡は市が承諾した場合を除き原則として認めません。（金融機関等による新施設へ

の担保権設定は可） 

 

（４）埋蔵文化財について 

本件地は周知の埋蔵文化財包蔵地に該当していませんが、工事の実施に当たっては、市教育委

員会と事前に協議、確認してください。もし、埋蔵文化財が存在することが判明した場合の取り

扱いについては、別途、市と協議することとします。 

 

（５）施設整備における良好な環境の確保及び地域との調和 

ア 日影や周辺の景観及び環境に十分配慮するとともに、都市計画法、建築基準法や地区計画等

の公法規制の内容にも留意の上、周辺環境との調和がとれた計画としてください。 

イ 車両の出入りについては、交通規制及び交通実態に配慮した計画としてください。 
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（６）現地見学会 

現地確認を希望する場合は、令和２年６月１９日（金曜日）までに担当部署へメール及び電話

にて連絡してください。なお、見学会においては、カメラ及びビデオカメラ等による撮影を認める 

ものとします。 

 

 

第４ 優先交渉権者等の決定について 

 

１ 最優秀提案者等の選定 

市は、最優秀提案者及び次点提案者を選定するため、「筑紫野市旧上下水道庁舎用地活用事業プ

ロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置します。 

この審査委員会において、応募者より提出された提案書類について、定性的事項、定量的事項に

関する提案内容及び市内企業の参加の有無に係る総合的な審査を行います。選定方法の詳細につ

いては、別冊の「選定基準」を参照してください。なお、審査委員会は、応募者の企業秘密及び知

的財産等を保護する観点から非公開とし、議事内容についても非公開とします。 

 

２ 優先交渉権者等の決定等 

（１）優先交渉権者及び次点交渉権者の決定 

市は、審査委員会による選定結果を踏まえて、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定します。 

  なお、優先交渉権者との交渉が整わない場合又は優先交渉権者が資格を喪失した場合は、次点

交渉権者と交渉をおこないます。この場合、本要項における優先交渉権者の規定は次点交渉権者

に適用します。 

 

（２）決定結果の通知 

優先交渉権者及び次点交渉権者の決定結果は、各応募者に文書により通知します。なお、審査の

過程や結果等に関するお問い合わせには、応じられません。 

 

（３）決定結果の公表 

市は、決定した優先交渉権者の名称、得点及び提案内容（パース図等を含む）について公表する

場合があります。また、応募者数及び優先交渉権者以外の各応募者の提案内容についても、匿名で

公表する場合があります。 

 

３ その他 

（１）失格 

別冊の「選定基準」に掲げるほか、応募者が以下のいずれかに該当すると市が判断した場合は、

その応募者は失格となります。なお、優先交渉権者として決定した場合でも、定借契約までに失格

要件に該当した者は、失格となります。 

ア 応募書類又は提案書類に虚偽の記載又は不備があり、補正が困難であるとき 
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イ 投機を目的とした借地権の先行取得であり、事業の継続意思がないと市が判断したとき 

ウ その他、違法又は不正行為、市との信頼関係を損なう行為、社会的信用を損なう行為等があ 

ったことにより事業者としてふさわしくないと市が判断したとき 

 

（２）決定の取消し 

ア 正当な理由がなく、市の指定する期日までに基本協定の締結に応じなかった場合は、優先交

渉権者としての決定を取り消すことがあります。 

イ 優先交渉権者について、資金事情の変化等により契約の履行が確実でないと市が判断した場

合又は著しく社会的信用を損なう等により、本事業の事業者としてふさわしくないと市が判断

した場合は、基本協定を締結しないことがあります。 

 

 

第５ 優先交渉権者決定後の手続について 

 

１ 優先交渉権者決定後の手続 

（１）基本協定の締結 

ア 優先交渉権者の決定後、速やかに市と優先交渉権者は、提案書類の内容及び双方の協力義務

等を定めた基本協定を締結します。これにより、優先交渉権者は「事業予定者」となります。 

イ 優先交渉権者が何らかの事情により定借契約の締結に至らなかった場合、次点交渉権者が

優先交渉権者になります。また、併せて審査委員会における審査結果を踏まえて、新たな次点

交渉権者を決定します。 

 

（２）既存建物等の解体・撤去 

「第３ ２（２）既存建物等の解体・撤去」を参照してください。 

 

（３）定借契約の締結 

「第３ １土地の貸付条件」を参照してください。 

 

（４）新施設の整備 

「第３ ２施設計画及び施設整備の条件」を参照してください。 

 

（５）辞退の申し出 

優先交渉権者決定後から基本協定の締結までの期間に、優先交渉権者が辞退を申し出る場合、

市と協議するものとします。 

また、基本協定締結後から定借契約の締結までの期間に、市に起因するもの以外の理由により

事業予定者から辞退の申し出がなされた場合は、事業予定者は応募時に提案した本件地の貸付料

の年額分の金額を市に対して支払うものとします。 

 



- 15 - 

（別紙１）案内図 

 

土地の所在：筑紫野市二日市中央二丁目１０２５番１ 

 

交   通：ＪＲ鹿児島本線「二日市」駅 徒歩約１分 

 

○広域図 

 

（※「基盤地図情報（国土地理院）」を加工して作成） 

 

 

○詳細図 

 

（※「基盤地図情報（国土地理院）」を加工して作成） 

筑紫野市旧上下水道庁舎 

二日市駅 

筑紫野市旧上下水道庁舎 

二日市駅 
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（別紙２）登記簿・字図 
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（別紙３）物件調書 

所在及び地番 地目 現況 公募面積 実測面積 坪面積 

筑紫野市二日市中央２丁目1025番１号  宅地 建付地 883.78 ㎡ － 約 260 坪 

合計１筆 883.78 ㎡ － 約 260 坪 

接面道路幅員 

及び接面状況 

南側：幅員約 12ｍの県道に接面（ただし、都市計画道路として決定済） 

東側：幅員約 3.4ｍの市道に接面 

法
令
等
に
基
づ
く
制

限 都市計画区域 市街化区域 

用途地域 商業地域 建ぺい率 80％ 容積率 500％ 

高さ制限 航空法による高さ制限規制 最低敷地面積  

その他 準防火地域 

文化財保護 周知の埋蔵文化財包蔵地外 

私道の負担等 

に関する事項 

私道負担 無 負担の内容  

道路後退 有 負担の内容 筑紫野市開発行為等整備要項に準ずる道路後退 

供給処理施設 

の状況 

種別 配管等の状況 事業所名 電話番号 

電気 接面道路配線 有 九州電力㈱ 福岡南営業所 0120-986-207 

上水道 接面道路配管 有 筑紫野市（上下水道工務課） 092-923-1111 

下水道 接面道路配管 有 筑紫野市（上下水道工務課） 092-923-1111 

都市ガス 接面道路配管 有 筑紫ガス㈱ 092-923-3111 

交通機関 

（直線距離） 

鉄道 ＪＲ鹿児島本線「二日市」駅 約100ｍ 徒歩約１分 

バス 西鉄バス「ＪＲ二日市」バス停 約100ｍ 徒歩約１分 

公共機関等 

（直線距離） 

市役所 筑紫野市役所 物件の南方 約 1.1km 

小学校 二日市小学校 物件の西方 約 300ｍ 

中学校 二日市中学校 物件の東方 約 550ｍ 

近隣の状況 飲食店やオフィス、中高層住宅が建ち並ぶ商業地域 

特記事項 

※上記の法規制などは一般的かつ主要なもののみを記載しています。 
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（別紙４）石綿分析調査報告書 
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（別紙５）関係法令等（一部抜粋） 

 

〇借地借家法 

（事業用定期借地権等）  

第２３条の 1 専ら事業の用に供する建物（居住の用に供するものを除く。次項において同じ。）の

所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合において

は、第 9条及び第 16 条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長が

なく、並びに第 13 条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。 

２ 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借

地権を設定する場合には、第 3 条から第 8 条まで、第 13 条及び第 18 条の規定は、適用しない。 

３ 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。 

 

○地方自治法施行令（抄） 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入

札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができ

ない。 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことが

できる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、

また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務

の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契

約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（抄） 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一 暴力的不法行為等別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行

為をいう。 
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二 暴力団その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴

力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

三 指定暴力団次条の規定により指定された暴力団をいう。 

四 指定暴力団連合第四条の規定により指定された暴力団をいう。 

五 指定暴力団等指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 

六 暴力団員暴力団の構成員をいう。 

七 暴力的要求行為第九条の規定に違反する行為をいう。 

八 準暴力的要求行為一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条

に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。 

 

〇筑紫野市暴力団排除条例（抄） 

(市の事務及び事業における措置) 

第６条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴

力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない

等の必要な措置を講ずるものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


